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技能認定登録制度の暫定措置撤廃に伴う規定見直しについて

令和7年7月1日より、技能認定登録制度規約の変更に伴う標記「暫定措置」に移行いたしましたが、その後本会の状況の変化、様々なご意見を受け、3月2日開催の理事会において、「暫定措置」を撤廃し従来の認定更新へ戻す規約の変更が決議されました。
技能認定登録制度は、今後も3年間・30単位での登録更新となりますので、ご承知ください。

